
箕面市立病院職員採用試験募集案内

（薬剤師 監督職候補・一般職 随時募集）
箕面市立病院

１．採用職種及び予定人員

薬剤師 ７名

※監督職候補及び一般職の両方の人材を募集することとし、特に監督職候補について

は、下記の薬剤師業務に対し高い見識を持つとともに、マネジメント能力に長けた

人材を募集します。

２．業務内容

調剤・監査業務、病棟薬剤師業務など

３．受験資格

＊受験者の性別・国籍は問いません。

★ ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者

(2) 箕面市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない

者

(3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する

罪を犯し刑に処せられた者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(5) 日本国籍を有しない者で、次のいずれにも該当しない者

ア 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法に定められている特別永住者

４．試験内容

※試験日時及び集合時間は、試験申込受付後、個別に調整します。

５．受験手続

(1)申込方法

受験申込みフォーム（https://logoform.jp/form/5CLo/621494）よりお申し込みください。

職 種 受 験 資 格

薬剤師
昭和４０年（1965 年）４月２日以降に生まれた人で、薬剤師免許

を有する人

区 分 試 験 時 間 試 験 会 場

事 前 説 明 １０分
箕面市立病院

リハビリテーションセンター

２階 会議室３ほか

適 性 検 査 ２０分

職業適性検査 ４０分

面 接 試 験 約２０分



(2)募集期間

採用予定数に達するまで随時募集

(3)施設見学（希望者のみ。要申込）

申込方法：ホームページの見学申し込みフォームよりお申し込みください。

実施日時：随時（平日の日勤帯）

６．合格発表

試験実施後２週間以内に、合否にかかわらず、本人あて郵送で通知します。

７．採用予定日

合格者は採用候補者名簿に登載し、合格者と調整のうえ採用予定日を決定します。

８．給与

給与は、採用時の給与規程等に定める額が支給されます。

初任給は、実務経験等を考慮して決定されます。このほか、諸手当が支給されます。

【初任給等の目安としての例】

※６年制大学卒後、常勤の薬剤師として継続して勤務していた場合

※宿直３回、日直１回で計算しています。

※令和６年６月時点の支給額の目安です。今後の給与改定により変更する場合が

あります。

９．諸手当

扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当などの諸手当が支給されます。

６月、１２月には、期末勤勉手当（令和５年度実績：４．５ヵ月分）が支給されま

す。

１０．勤務時間

通常勤務：午前８時４５分～午後５時１５分

夜間勤務：午後５時１５分～翌午前１時４５分

別に、交代で休日の日直及び夜間勤務後の宿直業務があります。

１１．休日・休暇

【休日】４週間毎の期間につき８日間

【休暇】年次有給休暇（２０日）

特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、産前産後休暇、親族死亡休暇など）

１２．社会保険・労働保険

【健康保険】大阪府市町村職員共済組合に加入

【年金】厚生年金保険に加入

【公務中の災害】地方公務員災害補償基金から補償

年齢 初任給（基本給＋地域手当）

一般職

新卒（２５歳） おおむね３１０，９００円

３０歳 おおむね３４２，０００円

３５歳 おおむね３６６，１００円

監督職 実務経験等に基づき決定します。



１３．待遇・福利厚生

・各種検診等

定期健康診断、VDT 検診、インフルエンザ予防接種（一部個人負担）

・健康保険からの給付等

健康保険付加給付、出産育児一時金、各種スポーツ施設の割引、提携宿泊施設割引、

人間ドックの利用など

・共済組合

退職年金、育児休業手当、貸付事業（普通貸付、住宅貸付、災害貸付）など

・厚生会

各種祝金（結婚祝金、親族死亡弔慰金など）、人間ドック受診助成、在会記念等

１４．注意事項

(1) 申込みフォームの記載事項に不備がある場合は、個別にお問い合わせする場合があ

りますが、このために生じた申込みの遅延等については、責任を負いませんので十

分注意してください。

(2) 試験当日は集合時間に遅れますと受験できませんので、十分注意してください。

１５．新病院整備と指定管理者制度への移行について

当院は、箕面市船場東（新駅「箕面船場阪大前駅」近く）に新築移転することが決定

しており、現在、令和１０年中の開院を目標に準備を進めています。

箕面市では新病院の運営手法としていわゆる「公設民営」の指定管理者制度を導入し、

令和７年４月１日より医療法人協和会による指定管理者制度に移行します。

このため、職員は全員、令和７年３月３１日付けで箕面市立病院職員としては退職と

なり、翌令和７年４月１日より医療法人協和会の職員として雇用されることとなります。

今回の募集は、上記を前提とした採用となりますのでご承知おきください。

指定管理者制度への移行についてご質問がある場合は、病院人事室まで遠慮なくお問

い合わせください。


